
今後予定される大きな支出は？

★新ごみ処理施設の整備（埼玉中部環境保全組合）
北本市分の一般財源負担額は約２０億円と見込ま
れています。令和７年度までに約１２億円を積み立てて
いますが、今後も毎年２億円の積立てが必要です。

★久保特定土地区画整理事業
直近の試算では残事業費約１２４億円のうち市の負
担額は約７２億円とされています。財源として市債を充
当できます。令和２７年度完了見込みです。

★文化センターの大規模改修
令和８、９年度に実施予定で、概算で総額３０億円と
見込まれています。財源の一部に国の補助金や市債を
充当できる可能性があります。

★福祉関係経費（民生費）
高齢者・障がい者・児童・生活保護の各分野で増額
傾向にありますが、それに伴い財源の国・県支出金や
地方交付税も増額されます。

こんなに借金をして大丈夫なのか？
将来負担比率から北本市の財政を読み解く

市債の発行が増加しても、それだけで直ちに問題にな
るものではありません。重要なのは、市債の償還に当たり、
実質的な市の負担がどれだけあるかです。また、借金が
増えても、十分な貯蓄があれば問題はありません。この２
点を表す指標が『将来負担比率』です。

令和７年度当初予算は賛成多数で可決、桜井は反対
給食費完全無償化は復活、国民健康保険税は引上げ
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令和７年度北本市一般会計当初予算の特徴
市長公約の実現を優先して借金が倍増

北本市の令和７年度当初予算額は２８０億１７００万円
（前年度比１５．７％増）となりました。当初予算の内容は
他の広報に譲り、ここでは端的に問題点を指摘します。
一つは、市長が公約に掲げた投資的事業が優先され
たこと。投資的事業なので財源は市債を最大限活用し
ており、結果として市債発行額は前年度からほぼ倍増
（Ｒ６：１０．６億円→Ｒ７：２０．６億円）しました。
本市では平成２０年代半ばに小中学校の大規模改修
や市庁舎建設を一気に実施したことで、市債残高が急
増し、その後の公債費（返済）が高止まりすることとなり、
市債の発行を抑制せざるを得ませんでした。その反省か
ら議会として市債の計画的発行による公債費の平準化
を求めていましたが、全く考慮されませんでした。

区分 R3決算 R4決算 Ｒ５決算

将来負担額 24,564 22,669 21,515
充当可能財源等 23,964 24,009 24,254
差引 600 △1,340 △2,739
将来負担比率 4.8 － －

令和５年度決算における将来負担比率は「－」で算出
できないという意味です。具体的に言うと、将来返済すべ
き借金等の額よりも、返済に充てる貯蓄等の額が上回っ
ているということです。令和５年度末時点で約２７．４億円
の余裕があります。令和６年度も市債残高が減少する一
方で、基金残高は増加する見通しです。
令和７年度に借金が増えることをもって、直ちに本市の
財政状況が悪化することはありませんが、このような財
政運営を続ければいずれ危機に陥ることは十分に考え
られます。引き続き注意をもって監視してまいります。

R4決算 Ｒ５決算 Ｒ６最終予算 Ｒ７当初予算

104.0億円 111.5億円 123.5億円 119.2億円

子どもの権利・地域の足の確保の予算計上は不十分
桜井は当初予算案に反対も、賛成多数で可決

もう一つの問題点は、子どもの権利関係予算や本市に
とって喫緊の課題である地域の足（移動手段）の確保
関係予算が軽視されたことです。デーノタメ遺跡シンポ
ジウムや縄文まつりなど、市の計画に位置付けられてい
ないイベント予算が計上された一方、議会が制定した子
どもの権利条例に基づく事業の予算は十分とは言えず、
デマンドタクシー実証事業（８０歳以上を対象としたタク
シー料金補助）の予算計上も見送られました。
また、給食費完全無償化は、議会の働きかけにより追
加提案という形で実現されましたが（最終頁参照）、議
会が請願を２回も採択した完全無償化が後回しにされ
たことは明らかで、議会軽視と言わざるを得ません。
予算編成で何を重視するかは人それぞれですが『市
民の命と暮らしを守ることが最優先』という私の理念と
は相容れない予算案であることから、私は採決では反対
しました。私の他に毛呂議員、湯沢議員、中村議員が反
対しましたが、賛成多数で可決されました。

当初予算案の
詳しい内容は
過去の通信を
ご覧ください。

（百万円）

民生費の推移



地域公共交通計画

地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかに
するマスタープラン（ビジョン＋事業体系）。地域の移動に関する
関係者を集めて法定協議会を開催しつつ、交通事業者や地域
の関係者等との個別協議を重ねることで作成する。

桜井すぐるの一般質問（令和７年３月定例会） 議会の録画配信もご覧ください。

地域の足（移動手段）の確保策について公害の相談における通報者の漏えいについて

Ｑ．買い物、通院、地域活動への参加などの移動につい
て、不便・不安との声を聴く。今後免許返納が進み、ま
た送迎してくれる家族がいなくなれば、行動が制約さ
れて移動の自由が失われるだけでなく、フレイル低下
にもつながる。シニアの外出・移動のニーズに関するア
ンケートでは３～５年後に不安を感じるという人の割合
が一番多かった。昨年１０月の地域公共交通会議では
デマンドタクシー（８０歳以上タクシー補助）の実証実
験を行うとされたが、令和７年度予算への計上は見送
られた。市には必死さが感じられない。地域の足の確
保の必要性・緊急性について、市長の見解は。

シニアの外出・
移動のニーズ
調査（Ｒ６．２）
回答５９３名

現在生活の
上で外出や
移動に困って
いますか？

困っている
困っていない
特に感じない
３～５年後に不安
７～１０年後に不安

９６
１９８
１０１
２６９
１１３

Ｑ．市内の事業所で発生している騒音の問題について、
必要もないのに執拗に市役所及び警察に通報し業務
を妨害したとして、事業所が損害賠償を求め近隣住民
を訴える裁判があった。この裁判で、事業所代表は通
報があったことを市役所の人から教えてもらったと答え
ている。
職員には守秘義務があるし、通報者を教えれば通報
者が不利益を受ける恐れもある。市のホームページに
は、相談者の情報を相手方に伝えることはないと明記
されている。
実際に市の職員が通報者の情報を事業者側に伝え
たことがあったのか。

Ａ．本件について対象となる担当者にヒアリング調査を
実施した結果、証言のような事実は確認できなかった。

Ｑ．過去に関係した職員の聞き取りだけではなくて、電話
等の相談記録も確認したか。その期間は。

Ａ．相談記録等の確認も行った。相談があった令和元年
１０月から令和２年１２月までの範囲で確認した。

Ｑ．令和２年10月頃に、この住民、自治会関係者、事業
者、市の職員等が一堂に集まった場があったと聞いた
が事実か。なぜ開催されたのか。

Ａ．確かに会談が開催されたのは確認できたが、なぜそ
のような場が設けられたのかは分かりかねる。

Ｑ．会談の場においても、市からこの人が通報者だという
ことを言ったことはないか。

Ａ．その場では市からは特にはお伝えしていない。

Ｑ．この会談をきっかけとして、その後はこの人が通報者
であるということを前提として、事業者側と接していた
か。

Ａ．この会談前、会談後にかかわらず、そのような対応は
していない。

Ｑ．令和２年１２月２１日の相談記録が手元にある。この
中に職員が「苦情者である〇〇氏と話し合うよう促し
た」とある。この時に、法廷で証言した代表者と市職員
が初めて会った。このことを言っているのではないか。

原告 職員２人の名前 証言人

同居人

被告

原告
被告

Ａ．（市長）本市では路線バス７路線、他市のコミュニティ
バス５路線、タクシー２社のほか、交通弱者等の移動手
段を確保するためデマンドバスを運行しているが、事
業者は利用者減少による経営状況の悪化や慢性的な
運転手不足の課題に直面しており、市は路線バスを維
持するため運行経費の一部を負担している。
日常の交通手段の不足については市民から不安の
声が寄せられており、本市における大きな課題である。
これまで議会で質問された日本版ライドシェアは市
内タクシー事業者に参入意志がなく、公共ライドシェア
は本市には該当する交通空白地域が存在しない。これ
ら以外の方法ついて、今後も調査研究を行い、よりよ
い公共交通の実現に努める。

Ｑ．令和２年の法改正で地域公共交通計画の策定が努
力義務化された。策定を担う法定協議会には、交通分
野だけではなく、まちづくり、観光、医療、福祉、教育、情
報、物流等の分野との連携など地域の課題に対応し
たメンバーの参加が想定されている。個別の取組を五
月雨式に検討するのではなく、法定協議会を設置し、
本市としてどのような姿が望ましいかを検討の上、地
域公共交通計画を策定すべきではないか。

Ａ．地域公共交通計画は地域の社会経済の基盤となる
もの。関係する市の計画との整合性を鑑み、作成を調
査検討する。現行のデマンドバスの契約が令和９年度
までなので、その後の公共交通の在り方についても併
せて検討する。

Ｑ．団塊の世代が７５歳になる２０２５年問題よりも、８０歳
になる２０３０年前後の方が深刻。８０歳を超えると要介
護者や免許返納者が一気に増加する。一刻も早く地
域公共交通計画の策定を検討すべきではないか。

Ａ．（市長）県内33団体が既に策定している事実を今日
初めて知った。しっかりとこの公共交通計画を作るよう
指示したい。

令和２年１２月２８日の相談記録の一部

Ａ．あくまでも市の相談記録であり、個人名は記載されて
いるが、事業者に個人名まで伝えたかどうかは確認し
ていない。

Ｑ．再度徹底的に調査をして、事実関係を明らかにして
いただきたい

Ａ．（副市長）もう一度確認はするが、個人の通報者の情
報を当該事業者へ職員が伝えたことはなかったと考え
ている。



Ｑ．川崎市子ども夢パークや石巻市こどもセンターらい
つは、子どもの意見を聴いて施設が整備され、日頃の
運営においても子どもの意見が反映されている。本市
で同様の施設を新たに整備するのは難しいが、すでに
整備されている施設において、子どもの声を反映させ
ることは十分に可能。まずは児童館において、子どもの
声を反映させる取組を実施すべきではないか。

Ａ．児童館ではアンケートを年２回実施しているほか、意
見カード回収箱を設置していただいた意見を運営の
参考としている。また、児童館フェスティバルでは小学３
年生以上の実行委員を募集し、子ども自らが主体と
なってフェスティバルの企画・運営に携わり、子ども自
身の意見や力が児童館事業に直接生かされている。
子どもの意見を聞き、反映することは、こども基本法
や子どもの権利条例の趣旨からも重要な取組である。
引き続き先進自治体の事例などを参考に、児童館に
おけるより効果的な子どもの意見反映の実施方法を
検討する。

Ｑ．特別なイベントに限らず、日常的な利用でも子どもた
ちが企画や運営に関与できる部分を増やしていけば、
子どもの権利条例がある市の児童館としてさらにふさ
わしい運営になるのではないか。

Ａ．子どもが自らの意見を表明し、主体となって企画や運
営に参画することは、子どもにとって自らが権利の主体
であり、社会の一員であることを経験を通して自覚で
きる貴重な機会。日常的なイベントや講座に子どもの
意見やアイデアを取り入れ、準備や運営を手伝っても

子どもの居場所の充実について らうなど、身近なところからなるべく多くの子どもたちが
企画や運営等に参加し、意見を反映できる機会を増
やしていきたい。その成果をフィードバックすることで、
子どもたちが自分たちの意見や行動が尊重されたこと
を実感し、より一層児童館の運営に参加する意欲が高
められるよう指定管理者と協議する。

Ｑ．民間が実施している居場所は様々あるが、持続可能
性、特にヒト・モノ・カネが大きな課題となっている。
もりとこプレーパークは一度休止になったところを今
の運営者が引き取り、民間の助成金を受けながら実施
しているが、活動資金や担い手（ボランティア）不足の
不安があると伺った。子ども食堂（地域食堂）やフード
パントリーでは資金の他に食材の調達、保管場所など
の課題もある。市社協の助成金もあるが十分な額とは
言えない。プランからさらに踏み込んだ形のしっかりと
した支援策が必要ではないか。

Ａ．子どもの居場所づくりの実施団体は、市社協からこど
も応援ネットワーク会議【きたもとＢＡＳＥ】加入団体に
交付される子どもの居場所づくり事業助成金などの助
成金を活用して事業を実施している。各団体に対する
市からの助成は、国の補助金等、特定財源の活用の
可否を勘案しながら、引き続き検討する。

Ｑ．うさぎっ子クラブが学童保育を運営する中で支援が
必要な子ども・保護者がたくさんいることを感じて、北
本団地内で子ども食堂や不登校支援をやっている（Ａ
ｒｃ・アルク）。これはプランにもある児童育成支援拠点
事業に非常に近い。Ａｒｃは民間の助成金を活用して運
営しているが、競争率が激しく、安定した財源にならな
い。国が推進する事業で、本市が事業実施を決定して
予算を確保すれば、Ａｒｃが受け皿になり得る。市として
児童育成支援拠点事業を実施すべきではないか。

Ａ．本市では令和７年度から個別に育児・養育支援、家
事支援等を行う子育て世帯訪問支援事業を開始する。
子育て世帯訪問支援事業と児童育成支援拠点事業
は、子育てに困難を抱え孤立する家庭を支援し、子ど
もたちが健全に育つための両輪となる。
児童育成支援拠点事業の実施は、子育て世帯訪問
支援事業の実施状況も見ながら、事業の利用が見込
まれる児童の把握や個別に支援を行う関係機関との
連携などについて、市内の子どもの居場所事業を実
施している様々な団体などと協議を行う。

『選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための国
会審議を求める意見書』の国会提出を求める請願が提
出され、審査を行った結果、賛成多数により採択されま
した。選択的夫婦別姓制度は、別姓を選択できるように
するもので、別姓を強制するものではありません。子ども
が困るという意見もありますが、別姓が一般的になれば
親子で姓が違っても違和感はなくなると思います。
本会議での採決結果は次のとおりです。

賛成
金森、毛呂、小久保、斉藤、工藤、大嶋、村田、桜井、
保角、湯沢、中村、今関、島野

反対 永井、青野、高橋、諏訪、現王園 退席 岡村

職員の給与・手当は国の人事院勧告に則って改定さ
れるのが通例です。地域手当は物価の高い地域で働く
公務員に対し給与月額に上乗せして支給される手当で
ボーナス（期末勤勉手当）にも影響します。
人事院勧告のとおりであれば、本市の地域手当は現
行の６％から４％に引き下げることになるはずでしたが、
本市は人材確保の観点から近隣市との均衡を考慮して
６％に据え置きました。わずかな割合の差だけで人材が
流れることはないし、割合の妥当性は地域による物価水
準の差異から判断すべきとして、私はこの条例案に反対
しましたが、議案は賛成多数で可決されました。なお、私
の他に大嶋議員、工藤議員が反対しました。

あなたならどうする？ こんな議案で賛成・反対が分かれました！

児童育成支援拠点事業

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に
居場所を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活
習慣形成や学習・進路等の相談支援、食事提供等を行うとともに、児童
及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等、個々
の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防
止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る事業。

選択的夫婦別姓制度の導入に関する請願
彩桜きたもと５議員が反対も賛成多数で採択

職員の手当を改正する条例案に反対×
人事院勧告に反して地域手当を据え置き



お困りごと、お気軽にご相談ください

０９０－９３８９－３５７２（桜井携帯）

sakuraisuguru.kitamoto@gmail.com

発行者：桜井すぐる後援会（代表：桜井 卓）
住 所：〒364-0034 北本市高尾１－１６６－６

元埼玉県職員。５２歳。会派：緑風会 所属。
令和元年５月～北本市議会議員（現在２期目）
健康福祉常任委員会、議会運営委員会副委員長、
埼玉中部環境保全組合議会議員

国民健康保険は退職者や自営業者などが加入する保険制度で、他の保険に加入していない人が加入する国民皆保
険制度の最後の砦（セーフティネット）です。本市では人口の約５分の１となる約１万３千人が加入しています。
国保は都道府県が財政運営の責任主体となっています。市は、県から示された納付金を納めるため、必要な費用を保
険税として徴収しますが、医療機関に支払う給付費は全額県が負担します。
保険税率は、所得に応じて課税される所得割と世帯人員に応じて課税される均等割があり、所得等に応じた軽減もあ
ります。また、課税限度額も定められており、高所得者でも年額１０６万円が上限となっています（令和７年度）。
保険税率は市町村によって異なりますが、公平性の観点から埼玉県では令和９年度までに準統一することを決めてい
ます。現状では県が示す標準保険税率と本市の税率に乖離があり、この差を埋めないと必要な納付金を県に納めるこ
とができなくなることから、令和７年度に本市の税率を改定することが提案されました。
今回の改定は、所得割を０．１％引き下げる一方、均等割を１３,７００円引き上げる内容で、被保険者が多い世帯には
大きな引上げとなるため引上げの妥当性を慎重に審査しました。審査の要点は次のとおりです。

国民健康保険税 令和７年度から均等割を１３,７００円引上げ、所得割は０．１％引下げ

区分 北本市 鴻巣市 桶川市 上尾市

所得割 12.30％ 11.98％ 11.20％ 12.30％

均等割 68,500円 67,500円 48,300円 70,000円

法定外繰入 なし 0.8億円 3.1億円 4.4億円

以上のことから、やむを得ず今回の税率改定に賛成す
ることとしましたが、今回の税率引上げや今後の更なる
引上げに懸念があるため、本条例案に対しては私から
附帯決議を提案し、可決されました。

近隣市の国民健康保険税率等の状況（令和７年度）

〇県が示す標準保険税率に比べ、所得割は市の方が高い一方、均等割はかなり低く、均等割の引上げは避けられな
い。（令和６年度 所得割 標準：１２．３２％、市：１２．４０％ 均等割 標準：７５，３４４円、市：５４，８００円）

〇引上げをしない場合、赤字の穴埋めに使える基金が令和８年度にも枯渇する。近隣市のように一般会計からの法定
外繰入金で穴埋めすることもできるが（下表）、国保加入者以外の市民にも負担してもらうこととなり適切ではない。

〇世帯人員が２人以下の被保険者が９割以上で、３人以上の被保険者は１割未満である。

◆ 附帯決議の内容
１．税率改定の必要性について被保険者に丁寧に説明
するとともに、納付が困難な人には換価の猶予や分割
納付などの相談に応じるなど、納税義務者の個別具
体的な実情を十分に把握し適正な執行に努めること。
２．市町村の意見や準統一に向けた税率引上げが被保
険者に与える影響を十分に考慮し、準統一を慎重に
進めるよう県に求めること。
３．国に対し国の定率負担割合の引上げ等の抜本的な
見直しを求めること。

小・中学校給食費 完全無償化復活！ 議会の働きかけで追加補正予算を提案

令和７年度の給食費無償化について、市長から当初
提案された補正予算案では、令和６年度と同様に中学
生は無償化、小学生は物価高騰分（１５％分）補助に加
え、新たに２人目以降分を無償化する内容でした。
しかし、国において令和８年度から小学生の給食費を
無償化する方針の決定を受け、議会として完全無償化
するための修正案を提案する方向で執行部と調整を始
めたところ、市長が補正予算を追加提案し、小学生も完
全無償化されることとなりました。なお、令和８年度以降
の無償化は、国の方針や市の財政状況に応じて、改め
て検討されることとなります。

区分
小学生

中学生
１人目 ２人目以降

給食費本体 月4,500円 月4,500円 月5,200円

物価高騰分 月675円 月675円 月780円

ピンク色：当初提案、黄緑色：追加提案

市長の最初の提案では給食費無償化予算額は１．４
億円で完全無償化にはあと１．１億円足りませんでした。
私は市の財政状況を細かく調査・分析し、国が無償化す
るまで単年度・１億円程度であれば本市の財政状況に
大きな影響はないと判断し、湯沢議員、大嶋議員らとと
もに修正案提出に向け議員の同意を得ようと働きかけ
ましたが、無償化を主張している会派からも同意が得ら
れず修正案可決は微妙な情勢でした。市長が提案した
ことで全議員が賛成しましたが、議員からの修正案だっ
たら全員賛成にならなかったのかと思うと複雑な気持ち
です。結果的に完全無償化が実現し、安堵しています。
追加分はふるさと納税を財源にします。ふるさと納税
は寄附者が使途を指定できますが「子どもの成長を支
えるまちづくりに関する事業」への寄附残高は令和６年
度だけで約１．８億円増加しており、これを活用します。
今後も元公務員としての専門性を活かし、財政状況を
踏まえた現実的な提案をしてまいります。
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